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▽
議
案
第
43
号　

令
和
２
年
度
座

間
市
一
般
会
計
歳
入
歳
出
決
算
の

認
定
に
つ
い
て

　

市
長
室
所
管
事
項
、
防
災
資
機

材
等
整
備
事
業
費
（
新
型
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
感
染
症
緊
急
対
策
）
に

つ
い
て
「
１
億
６
８
２
万
１
８
１

円
の
備
品
購
入
費
に
お
い
て
、

ポ
ー
タ
ブ
ル
蓄
電
池
、
体
温
を

検
知
す
る
サ
ー
マ
ル
カ
メ
ラ
、
バ

ル
ー
ン
投
光
器
、
そ
れ
ぞ
れ
の
購

入
台
数
及
び
備
品
等
の
設
置
場
所

は
」
と
の
質
疑
に
「
ポ
ー
タ
ブ
ル

蓄
電
池
37
台
、
サ
ー
マ
ル
カ
メ
ラ

43
台
、
バ
ル
ー
ン
投
光
器
37
台
と

な
っ
て
お
り
、
備
品
等
の
配
置
先

は
、
市
内
の
一
次
避
難
所
、
二
次

避
難
所
の
35
施
設
、
市
庁
舎
、
消

防
本
部
、
市
民
体
育
館
、
市
民
文

化
会
館
、
総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー
、

市
民
健
康
セ
ン
タ
ー
、
防
災
備
蓄

倉
庫
、
市
民
交
流
プ
ラ
ザ
と
な
っ
て

お
り
、
主
に
災
害
時
の
防
災
基
地

及
び
避
難
所
と
な
る
場
所
に
配
置

し
て
い
ま
す
」
と
の
答
弁
が
あ
り

ま
し
た
。

　

健
康
部
所
管
事
項
、
保
健
衛
生

総
務
費
に
つ
い
て
「
各
年
齢
の
健

診
件
数
と
虐
待
報
告
の
有
無
は
」

と
の
質
疑
に
「
４
カ
月
児
健
診
が

９
０
１
人
、
８
～
10
カ
月
児
健
診

が
９
０
３
人
、
１
歳
６
カ
月
児
の

内
科
健
診
が
９
２
２
人
、
歯
科
健

診
が
９
１
２
人
、
２
歳
児
歯
科
健

診
が
９
３
２
人
、
３
歳
６
カ
月
児

健
診
が
９
６
９
人
で
、
虐
待
の
報

告
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
」
と
の

▽
議
案
第
49
号
、
第
50
号
、
第
59

号
以
上
３
件
は
全
員
賛
成
で
原
案

の
と
お
り
可
決
し
ま
し
た
。

▽
議
案
第
44
号
、
第
45
号
、
第
46

号
以
上
３
件
は
、
賛
成
多
数
で
認

定
し
ま
し
た
。

▽
議
案
第
47
号
、
第
48
号
以
上
２

件
は
、
賛
成
多
数
で
認
定
及
び
原

案
の
と
お
り
可
決
し
ま
し
た
。

▽
議
案
第
52
号
は
、
全
員
賛
成
で

原
案
の
と
お
り
可
決
し
ま
し
た
。

▽
議
案
第
51
号
は
、
賛
成
少
数
で

否
決
し
ま
し
た
。

▽
陳
情
第
17
号
は
、
全
員
賛
成
で

採
択
し
ま
し
た
。

▽
陳
情
第
15
号
、
第
16
号
以
上
２

件
は
、
賛
成
少
数
で
不
採
択
と
し

ま
し
た
。

▽
議
案
第
53
号
、
第
54
号
、
第
55

号
以
上
３
件
は
、
全
員
賛
成
で
原

案
の
と
お
り
可
決
し
ま
し
た
。

▽
請
願
第
１
号
は
、
賛
成
多
数
で

採
択
し
ま
し
た
。

▽
議
案
第
56
号
、
第
58
号
以
上
２

件
は
、
全
員
賛
成
で
原
案
の
と
お

り
可
決
し
ま
し
た
。

▽
議
案
第
57
号
は
、
賛
成
多
数
で

原
案
の
と
お
り
可
決
し
ま
し
た
。

答
弁
が
あ
り
ま
し
た
。

　

教
育
部
所
管
事
項
、
小
学
校
パ

ソ
コ
ン
機
器
導
入
推
進
事
業
費

（
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
緊
急
対
策
）
に
つ
い
て
「
現
在

ま
で
の
効
果
と
現
時
点
ま
で
の
評

価
は
」
と
の
質
疑
が
あ
り
「
Ｇ
Ｉ

Ｇ
Ａ
ス
ク
ー
ル
構
想
元
年
で
タ
ブ

レ
ッ
ト
を
導
入
し
、
利
活
用
に
向

け
て
各
校
で
研
修
を
実
施
し
て
い

ま
す
。
ま
た
、
短
縮
授
業
に
合
わ

せ
て
オ
ン
ラ
イ
ン
シ
ス
テ
ム
の
活

用
な
ど
少
し
ず
つ
取
組
を
進
め
て

い
ま
す
」
と
の
答
弁
が
あ
り
ま
し

た
。

　

市
民
部
所
管
事
項
、
住
民
票
等

コ
ン
ビ
ニ
交
付
事
業
に
つ
い
て

「
当
該
年
度
の
コ
ン
ビ
ニ
交
付
に 

関
し
て
は
、
窓
口
交
付
と
の
割
合

を
１
対
９
で
想
定
し
た
と
の
こ
と

だ
が
、
デ
ー
タ
を
見
る
と
コ
ン
ビ

ニ
交
付
が
12
・
19
％
、
窓
口
交
付

が
87
・
81
％
で
想
定
以
上
の
結
果

が
出
せ
た
と
思
う
が
、
ど
の
よ
う

に
評
価
し
て
い
る
か
」
と
の
質
疑

に
「
証
明
書
を
取
る
方
に
コ
ン
ビ

ニ
交
付
は
窓
口
交
付
よ
り
50
円
安

い
と
い
う
案
内
チ
ラ
シ
の
配
布
や

ポ
ス
タ
ー
の
掲
示
、
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
で
の
周
知
な
ど
に
取
り
組

ん
で
お
り
、
そ
の
成
果
と
考
え
て

い
ま
す
。
コ
ン
ビ
ニ
交
付
の
割
合

が
４
割
を
超
え
る
と
窓
口
交
付
の

単
価
を
下
回
る
と
い
う
計
算
は
で

き
て
い
る
の
で
、
現
在
は
約
１
割

強
で
す
が
、
最
終
的
に
は
４
割
を

目
指
し
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い

ま
す
」
と
答
弁
が
あ
り
ま
し
た
。

　

採
決
の
結
果
、
賛
成
多
数
で
認

定
し
ま
し
た
。

決議・意見書（要旨）
議会では９月定例会で、次の決議・意見書を
可決し、直ちに関係機関に提出しました。

北朝鮮のミサイル発射に断固抗議する決議
　北朝鮮に対し、弾道ミサイルの発射禁止や弾道ミサイル計画に係
る全ての活動の停止、北朝鮮に義務づけた国連安全保障理事会決議
の遵守を、改めて強く求める。
【提出先】内閣総理大臣、総務大臣、外務大臣、防衛大臣

横浜地方裁判所相模原支部において
合議制及び労働審判を実現することを求める決議

　横浜地方裁判所相模原支部管内における市民への良好な司法サー
ビスの提供を図るため、横浜地方裁判所相模原支部において直ちに
合議制及び労働審判による審理を開始することを求める。加えて、
そのための人的物的体制を同支部において確保し、令和４年度の国
家予算編成にあたりその予算措置を講じることを求める。
【提出先】 内閣総理大臣、財務大臣、総務大臣、法務大臣、最高裁

判所長官、東京高等裁判所長官、横浜地方裁判所長、横
浜地方裁判所相模原支部長

出産育児一時金の増額を求める意見書
　政府においては、現在の負担に見合う形に出産育児一時金を引き
上げるよう強く求める。
【提出先】内閣総理大臣、総務大臣、厚生労働大臣

選択的夫婦別姓制度の法制化に向けた
議論を求める意見書

　国においては、選択的夫婦別姓制度の法制化に向けた積極的な議
論を行うよう強く要望する。
【提出先】 内閣総理大臣、総務大臣、法務大臣、衆議院議長、参議

院議長

※ 要旨のみ掲載していますので、詳細は市ホームページでご確認いただ
くか、議会事務局までお問い合わせください。

☎０４６（２５２）８８７２

6
月
定
例
会
各
常
任
委
員
会
で
付
託
案
件
の
審
査
を
し
ま
し
た

そ
れ
ぞ
れ
の
常
任
委
員
会
の
審
査
結
果
な
ど
は
次
の
と
お
り
で
す

9
月
定
例
会
各
常
任
委
員
会
で
付
託
案
件
の
審
査
を
し
ま
し
た

そ
れ
ぞ
れ
の
常
任
委
員
会
の
審
査
結
果
な
ど
は
次
の
と
お
り
で
す

義務教育に係る国による財源確保、
教育の機会均等と水準の維持・向上並びに

行き届いた教育の保障を求める意見書
　２０２２年度政府予算編成において、教育の機会均等と水準の維
持・向上並びに行き届いた教育を実現するため、国に対して次の事
項を求める。

１ 　教育の機会均等、水準の維持・向上、無償制の維持に不可欠な
義務教育費国庫負担制度を存続・拡充させること。また、学校事
務職員・学校栄養職員をその対象から外さないこと。さらに、義
務教育教科書無償給与制度を継続すること。

２ 　小学校の３５人以下学級を計画的に進め、中学校での３５人以
下学級を早急に策定すること。また、３０人以下学級の実現に向
けて検討すること。

３ 　学校の働き方改革・長時間労働の是正を実現し、教職員が子ど
もと向き合う時間を確保するために、加配の配置増など教職員定
数改善を推進すること。また、業務をアシスタントするためのス
クールサポートスタッフを全校配置すること。

４ 　子どもたちの心に寄り添うための、スクールカウンセラー、ス
クールソーシャルワーカーの拡充を行うこと。

【提出先】内閣総理大臣、財務大臣、総務大臣、文部科学大臣


